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 令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
総 務 部 法 制 文 書 課  

案 件 名 称  
三 浦 市 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の

基 本 方 針 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

－  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

 三 浦 市 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て 、 別

紙 の と お り 基 本 方 針 を 決 定 す る こ と に つ い て  

現 状 と 課 題  

１  デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 規 制 改 革 を 推 進 す る

た め の デ ジ タ ル 社 会 形 成 基 本 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 令 和 ５ 年 法 律 第 6 3 号 ） に よ り 行 政 手 続 法 （ 平 成 ５ 年 法

律 第 8 8 号 ） が 改 正 さ れ 、 令 和 ８ 年 ５ 月 2 1 日 に 施 行 さ れ

る 。  

２  こ れ に よ り 、 同 法 中 の デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 を 妨 げ る 規

定 （ い わ ゆ る ア ナ ロ グ 規 制 ） の 見 直 し が 行 わ れ 、 法 令 を

根 拠 と す る 不 利 益 処 分 に 係 る 意 見 陳 述 手 続 の 通 知 を 公 示

送 達 に よ り 行 う 場 合 の 方 法 に つ い て 、「 掲 示 場 で の 書 面 掲

示 」 か ら 、「 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 公 表 を 前 提 と し た 方

法 」 へ と 改 め ら れ る こ と と な る 。  

３  本 市 の 条 例 等 を 根 拠 と す る 処 分 に 係 る 手 続 に つ い て

は 、 三 浦 市 行 政 手 続 条 例 に お い て 定 め て い る こ と か ら 、

同 法 に 基 づ く 手 続 と の 間 に 差 異 が 生 じ な い よ う 、 同 条 例

に お け る 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。  

 
案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

別 紙 基 本 方 針 の と お り 、 三 浦 市 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改

正 す る こ と し た い 。  

審 議 決 定 後 は 、 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 手 続 を 経 た 後 に 、 令

和 ８ 年 第 １ 回 定 例 会 に 議 案 を 提 出 す る こ と と し た い 。  

総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

大 綱 ４  計 画 の 推 進 に 向 け て  

目 標 ４  開 か れ た 市 役 所 づ く り  

施 策 ２  開 か れ た 行 政 運 営 の 推 進  
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